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■道路管理者直営による舗装点検結果の登録手続について 

2024/02/28 JICE 

 

舗装データベースにデータを登録するには、着手および完了時に管理運営機関に申請し、完了

後に所定の登録料を支払う必要があります。点検業者、調査会社、工事受注者などの業者が登録

する場合も道路管理者が登録する場合も同様です。 

着手時のデータ登録申請方法のみ、道路管理者と業者等とで異なります。 

 

１．必要な手続き・料金 

登録するデータの種類と必要な手続きを下表に示します。 

現在、道路管理者による点検結果の登録権限を停止しております。直営点検結果の登録にあた

っては、事前に国土技術研究センターに登録権限付与を依頼する必要があります。 

登録料金の扱いも下表に示します。R4.11 のデータベース登録事務連絡以前に実施された点検

結果の登録は無償にて行えます。事務連絡より後の点検結果の登録は有償であり、登録後に料金

の精算が必要となります。 

R4.11 事務連絡より後の点検結果を登録する際の登録料は、下記（日本みち研究所ホームペー

ジ）を参照ください。 

http://rirs.or.jp/tenken-db/pdf/touroku/touroku_ryoukin.pdf 

 

舗装構成等、点検結果以外のデータ種別には、登録権限を制限していません。 

 

表 1 データ種別と登録料金・必要な手続き 

登録するデータの種別 登録料金 必要な手続き 

点検結果 R4.11の事務連以前の点検結果 無償 1)データ登録申請 

3)データ登録完了申請 

R4.11の事務連より後の点検結果 有償 1)データ登録申請 

3)データ登録完了申請 

4)データ登録料支払 

点検結果以外（舗装構成等） 無償 （手続不要） 
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２．手続の流れ・手順 

（１）手続の流れ 

手続の流れは下図のとおりです。道路管理者（左列）が実施する 1)～4)の詳細は次項に示

します。 

 

 
図 1 直営点検結果登録手続の流れ 

 

（２）手順詳細 

1)データ登録申請 

下記のフォームに必要事項を記入し、送信ください。登録権限を付与したのち JICE よりメ

ールにて連絡します。 

https://forms.gle/f5zjZ4omMRSFhpSj9 

 

2)データ登録 

下記リンクに掲載のマニュアルに従ってデータを作成・登録ください。 

https://www.jice.or.jp/pavement_db/pavement_db03#man 

 

https://forms.gle/f5zjZ4omMRSFhpSj9
https://www.jice.or.jp/pavement_db/pavement_db03#man
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3)データ登録完了申請 

a) フォームのダウンロード 

データ登録に関するご案内（道路管理者、受託業者のみ）

（http://rirs.or.jp/tenken-db/touroku.php）のページにアクセスし、

「データ登録申請・完了報告フォーム」をダウンロードします。 

 

図 2 フォームのダウンロード 

b) フォームへの記入 

申請書の各シートに必要事項を記入します。 
 

①「道路管理者用_データ登録申請フォーム 1」シート 

A) 申請種類 

「申請年度」を選択し、「登録完了申請」を選択してください。 
 

B) 担当者の入力 

※がついている項目のうち IP アドレス、ドメイン以外をご記入ください。 
 

C) 請求先の入力 

B）と同じ場合は「申請者と同じ」にチェック、異なる場合は請求先を入力してくださ

い。R4.11 以前の点検結果のみ登録する（登録料が発生しない）場合は入力不要です。 

 

 
図 3道路管理者用_データ登録申請フォーム 1への記入 
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②「道路管理者用_データ登録申請フォーム 2」シート 

舗装点検の数量欄に、今回データベース登録した点検車線延長のうち R4.11 より後に

点検した車線延長の合計を km 単位（km 未満は切り捨て）で記入してください。 

R4.11 以前の点検結果のみ登録した場合は、0（ゼロ）と記入してください。 

R4.11 前後両方の点検結果を登録した場合は、R4.11 より後に点検した車線延長を算出

して記入してください。 

 

 
図 4道路管理者用_データ登録申請フォーム 2への記入 

 

c) フォームの送付 

記入済み申請書を日本みち研究所窓口（db_touroku_kanryo@rirs.or.jp）へ送付ください。 

フォームの記載内容とデータ登録状況に齟齬のある場合、JICE より確認の連絡をするこ

とがあります。 

 

4)データ登録料支払い 

登録料金が発生する場合、日本みち研究所より請求書が届きますので、支払い処理を行っ

てください。 

 

 

～ 以 上 ～ 


